
１０１０万円万円

▲ステッカー

12月18日～1月7日の期間に、営業時間を午前5時～午後10時に
短縮した飲食店などに対して、都の協力金に加え、区が独自に10万
円を支給します。

対象▲

区内の飲食店またはカラオケ店で、都の協力金
（84万円分）の交付を受けていること（区内に複数
店舗を所有していても同一金額）▲

区の感染症拡大防止対策ステッカーの交付（1月
29日までに取得または申請している）を受けてい
ること

申請期間 2月8日㈪～3月31日㈬（必着）

申請方法 次の書類を郵送。▲

申請書兼請求書▲

誓約書▲

振込先の通帳（口座番号や支店名が分かるページ）の写し▲

都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金決定通知書（84万円
分、ハガキまたはメール）の写し▲

都の振込（84万円分）が分かる通帳ページの写し
【申請書配布場所】
テクノプラザかつしか（青戸7‐2‐1）、区民ホール
（区役所2階）、区民事務所、地区センター
区ホームページからも取り出せます

▲

区
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【申請書提出・担当課】
〒１２５‐００６２青戸7‐2‐1テクノプラザかつしか内商工振興課
�03‐3838‐5559

1月8日～2月7日分については、決まり次第お知らせします
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新生児特別定額給付金支給の対象となる期間を「令
和2年12月31日生まれまで」から「令和3年3月31日
生まれまで」に延長します。対象の世帯には、出生届
の提出後1カ月程度で申請書を発送します。

【対象】
次の全てに該当する新生児

▲

令和2年4月28日～
3年3月31日生まれであること

▲

出生後初めての住民登録を
葛飾区にしていること

【給付額】
1人につき10万円
【受給権者（申請できる方）】
対象となる新生児のいる世帯の父または母で、申請時
に区内に住民登録がある方
【申請方法】
申請書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で

申請してください。
【申請期限】
5月31日㈪（消印有効）
【給付時期】
申請の受け付けから1カ月程度で指定口座へ振り込

みます。

【担当課】
特別定額給付金担当課 �03‐5654‐7131

問い合わせ

自立相談支援窓口 �０３‐５６５４‐８６２５

葛飾区社会福祉協議会 �０３‐５６９８‐２４５７

国保年金課 �０３‐５６５４‐８２１３

▼葛飾年金事務所 �０３‐３６９５‐２１８１

▼国保年金課 �０３‐５６５４‐８２１４

国保年金課 �０３‐５６５４‐８５２８

介護保険課 �０３‐５６５４‐８２４９

収納対策課所管分

収納対策課 �０３‐５６５４‐８１７４

葛飾税務署 �０３‐３６９１‐０９４１
葛飾年金事務所 �０３‐３６９５‐２１８１

学務課 �０３‐５６５４‐８４５９

税務課 �０３‐５６５４‐８２８０
国保年金課 �０３‐５６５４‐８２１３
介護保険課 �０３‐５６５４‐８２４９

内容
自立相談支援
住居確保給付金
家賃相当額（上限あり）を家主などに支給
緊急小口資金等の特例貸付
【申請期限】 ３月末
国民健康保険料の減免
原則、令和２年２月分～３年３月分の保険料

国民年金保険料の特例免除

後期高齢者医療保険料の減免
令和２年１２月以降に都内で資格を得た方のみ
【申請期限】 ３月１９日㈮
介護保険料の減免
原則、令和２年２月分～３年３月分の保険料
特別区税（特別徴収義務者を含む）
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
介護保険料
国税
国民年金保険料
就学援助制度
給食費や学用品費を援助（現年所得でも審査可）

生活相談がしたい
離職などにより住居を失っ
た・失うかもしれない

生活資金を借りたい

保険料の減額・免除

税・保険料の納付相談

小・中学生の子どもがいて、
生活が困窮している

問い合わせ

産業経済課
�０３‐３８３８‐５５５６

▲

厚生労働省雇用調整助成金コールセンター �０１２０‐６０‐３９９９▲

しごと発見プラザかつしか �０３‐５６８０‐８７６５
経済産業省家賃支援給付金コールセンター
�０１２０‐６５３‐９３０
産業経済課
【電話】 �０３‐３８３８‐５５７０
【窓口】 青戸７‐２‐１テクノプラザかつしか内（予約不要）

内容
新型コロナウイルス対策緊急融資
本人負担利率０％・信用保証料全額補助
【申込期限】 ３月３１日㈬
新型コロナウイルス対策経営改善設備資金融資
本人負担利率０％・信用保証料全額補助

雇用調整助成金

家賃支援給付金
【申請期限】 ２月１５日㈪

事業者支援相談
【開設期間】 ３月３１日㈬まで

運転資金が足りない

経営改善に要する設備を導入
するための資金を借りたい

雇用を維持できない

地代・家賃の支払いを軽減
したい

国や都、区の支援策につい
て知りたい

営業時間短縮（12月18日～1月7日）を実施した飲食店などの方へ

持ち込み食品などの放射性物質検査を行っています（要予約）。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
【申し込み・担当課】 消費生活センター（立石5‐27‐1ウィメンズパル内） �03‐5698‐2316

を支給しますを支給しますを支給します

個人の方

事業者の方

休業・失業などでお困りの方はご相談ください。要件や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
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月～金曜日／午前９時・午後４時　パソコン・スマートフォンからも聴けます。

「かつしかインフォメーション（葛飾区提供）」で
区からのお知らせを放送しています！
ラジオのダイヤルはＦＭ７８．９ＭＨｚです。78.9MHz

令和3年（2021年）2月5日 No.１８２８
（３）


